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本事例における留意点

外国子会社において優先配当の支払が損金算入されるものであったとしても、その外国子会

社が要件を満たしていれば、その優先配当を外国子会社配当益金不算入の対象とすることがで

きる。

事 例

当社は食料品の製造販売を主たる事業とする３月決算法人であり、海外にも進出しているこ

とから、海外に子会社を保有しております。

そして、Ａ国に所在する子会社であるＢ社（特定外国子会社等には該当しません。）は、過

去の業績不振時に当社から追加出資を行う必要が生じ、普通株式ではなく、優先株式で追加出

資を行いましたので、Ｂ社は普通株式と優先株式の両方を発行しておりますが、それらの株式

はすべて当社が保有しております。

ところで、平成21年度税制改正により、内国法人が外国子会社から受領した配当について

は、益金不算入とする改正が行われておりますが、Ｂ社から優先配当を受領した場合でも、外

国子会社配当益金不算入の対象とすることはできますか。

なお、Ｂ社の所在するＡ国では、優先株式に係る優先配当については、課税所得の計算にお

いて損金処理することができるとのことであり、Ｂ社において負債利子と同様に扱われる優先

配当であっても、当社において外国子会社配当益金不算入の対象とすることは可能ですか。

【当社の会計処理】

銀行預金 9,000,000円 ／ 配当収入 10,000,000円

外国源泉税 1,000,000円 ／
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本事例における法令等の検討

平成21年度税制改正において、内国法人

が「外国子会社」から受ける「剰余金の配当

等の額」について、内国法人の所得の計算上、

益金の額に算入しないという外国子会社配当

益金不算入制度が創設されましたので、その

制度の概要を記載します（『平成21年版改正

税法のすべて』（㈶大蔵財務協会）425頁以

下より抜粋)。

外国子会社配当益金不算入制度は、内国法

人が、外国子会社（内国法人の外国法人に対

する持株割合が25％以上であり、かつ、そ

の保有期間が剰余金の配当等の額の支払義務

が確定する日以前６月以上である外国法人を

いいます。）から受ける剰余金の配当等の額

がある場合には、その剰余金の配当等の額か

らその剰余金の配当等の額に係る費用の額に

相当する額（剰余金の配当等の額の５％相当

額）を控除した金額を益金不算入とすること

ができるというものです（法法23の２)。

⑴ 外国子会社の範囲

外国子会社配当益金不算入制度の適用

を受ける内国法人に係る外国子会社は、

次の要件を満たす外国法人とされていま

す（法法23の２①、法令22の３①）。

① 次のイ又はロの割合のいずれかが

25％以上となっていること

イ 外国子会社の判定の対象となる外

国法人の発行済株式又は出資（その

外国法人の保有する自己の株式又は

出資を除きます。）の総数又は総額

（以下「発行済株式等」といいま

す。）のうち内国法人が保有してい

る株式又は出資の数又は金額の占め

る割合

ロ 外国子会社の判定の対象となる外

国法人の発行済株式等のうち議決権

のあるもののうち内国法人が保有し

ている議決権のある株式又は出資の

数又は金額の占める割合

② 上記①の状態が外国子会社配当益金

不算入制度の適用を受ける剰余金の配

当等の額の支払義務が確定する日（そ

の剰余金の配当等の額が法人税法第24

条第１項 配当等の額とみなす金額

の規定によりみなされる金額（資本の

払戻しに係る部分を除きます。）であ

る場合には、支払義務が確定する日の

前日）以前６月以上継続していること

⑵ 剰余金の配当等の額

外国子会社配当益金不算入制度の対象

となる剰余金の配当等の額は、法人税法

第23条第１項第１号 受取配当等の益

金不算入 に掲げる金額（法人税法第

24条第１項の規定によりみなされる金

額を含みます。）とされています（法法

23の２①)。

具体的には、剰余金の配当（株式会社

及び協同組合等の剰余金の配当（会社法

453、農業協同組合法52等）のうち、株

式又は出資に係るものに限られます。ま

た、資本剰余金の額の減少に伴うもの及

び分割型分割によるものを除きます。）

又は剰余金の分配（相互会社及び船主相

互保険組合の剰余金の分配（保険業法

55の２、船主相互保険法42）のうち、

出資に係るものに限ります。）の額をい

います。

これは、外国子会社の所在地国の法令

等によって認識される配当等の範囲と我
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が国の法人税法において認識される配当

等の範囲は、当然のことながら異なるも

のですが、外国子会社配当益金不算入制

度の対象となる剰余金の配当等の額は、

我が国の法人税法によって配当等と認識

される配当等とされています。

また、間接外国税額控除の計算の基礎

となる外国子会社からの配当等からは、

損金算入配当及び優先株式に対する優先

配当は含まないものとされていましたが、

外国子会社配当益金不算入制度において

は、その対象となる剰余金の配当等の額

については特段の制限を設けないことと

されています。

これは、外国子会社配当益金不算入制

度の導入により、外国子会社の所得につ

いてはその所在地国の課税によって完結

しており、所在地国における課税の可否

や税率の多寡を問わないこと、優先株式

に対する優先配当は、換言すれば社債利

息のようなものであるということから間

接外国税額控除制度の対象外とされてい

ましたが、種類株式の多様化に伴い優先

配当のみを除外することに整合性が乏し

くなったこと及び本制度の導入が簡素化

の側面と経済対策的な側面とを併せ持つ

こと等から、対象となる剰余金の配当等

の額についてはこのような制限を設けな

いこととされました。

⑶ 益金不算入額の計算

外国子会社配当益金不算入制度により

益金不算入とされる額は、外国子会社か

ら受ける剰余金の配当等の額からその剰

余金の配当等の額に係る費用の額に相当

する金額を控除した金額とされています

（法法23の２①)。

剰余金の配当等の額に係る費用の額に

相当する金額とは、具体的にはその剰余

金の配当等の額の５％相当額とされ、結

果的には剰余金の配当等の額の95％相

当額が益金不算入となります（法令22

の３②)。

これは、外国子会社配当益金不算入制

度の導入により、外国子会社からの剰余

金の配当等の額が課税所得から除外され

ることから、その剰余金の配当等の額を

獲得するために要した費用についても課

税所得の計算上除外し、費用収益に対応

させるという趣旨のものです。

⑷ 保存書類等

外国子会社配当益金不算入制度の適用

を受ける場合には、確定申告書に益金不

算入とされる剰余金の配当等の額及びそ

の計算に関する明細の記載をするととも

に、次の書類を保存することとされてい

ます（法法23の２②、法規８の５)。

① 外国法人が外国子会社に該当するこ

とを証する書類

具体的には、内国法人の持株割合が

25％以上であること、剰余金の配当

等の額の支払義務が確定する日及び保

有期間が６月以上であることを証する

書類として配当通知書や資本金の払込

みを証する書類等がこれに当たります。

② 外国子会社の益金不算入とされる剰

余金の配当等の額に係る事業年度の貸

借対照表、損益計算書及び株主資本等

変動計算書、損益金の処分に関する計

算書その他これに類する書類

③ 剰余金の配当等の額に係る外国源泉

税等の額がある場合のその外国源泉税

等の額が課された申告書の写し等又は
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納付がされている場合の納付書等のタ

ックス・レシート

これらの書類は、いずれも従来の間接

外国税額控除制度において添付要件とさ

れていたものですが、今回の改正の趣旨

である制度の簡素化及び納税者の事務負

担の軽減等に配慮し、いずれも保存要件

とされています。

なお、益金不算入とされた金額は確定

申告書に記載された金額を限度とするこ

ととされています。また、その記載又は

書類の保存のない場合においても、その

記載又は書類の保存のないことについて

やむを得ない事情があると税務署長が認

めるときには制度の適用を受けることが

できることとする宥恕規定が設けられて

います（法法23の２②③)。

⑸ 外国子会社から受ける配当等に係る外

国源泉税等の損金不算入等

① 外国子会社配当益金不算入制度の適

用を受ける剰余金の配当等の額に係る

外国源泉税等の損金不算入

外国子会社から受ける剰余金の配当

等の額が益金不算入になることに伴い、

その剰余金の配当等の額に対して課さ

れる外国源泉税等については損金不算

入とされます。これは、上記⑶の益金

不算入額の計算でも述べたとおり、課

税所得の計算上費用収益を対応させる

という趣旨です（法法39の２)。

② 外国源泉税等の額の外国税額控除制

度の不適用

剰余金の配当等の額に係る外国源泉

税等額については、外国税額控除制度

の対象となる控除対象外国法人税の額

に含まれないこととされました（法法

69、法令142の３⑦三)。

③ 外国源泉税等の額が減額された場合

における益金不算入

上記①により剰余金の配当等の額に

係る外国源泉税等の額については、そ

の課された時において損金の額に算入

されないことから、その後においてそ

の外国源泉税等の額が減額された場合

には、益金の額に算入しないこととさ

れました（法法26②)。

本事例における取扱いの検討

１ Ｂ社は貴社の外国子会社に該当する

か

Ａ国に所在する外国法人であるＢ社は、

普通株式と優先株式を発行しているが、そ

れらの普通株式及び優先株式のすべてを貴

社が保有していることから、発行済株式等

の25％以上をＢ社の設立以来継続して保

有しており、上記Ⅰ⑴①②の要件を満たし

ているため、Ｂ社は貴社に係る外国子会社

に該当します。

２ Ｂ社からの優先配当は外国子会社か

らの剰余金の配当等の額に含まれるか

上記Ⅰ⑵のとおり、外国子会社配当益金

不算入制度の対象となる剰余金の配当等の

額は、損金算入配当及び優先株式に対する

優先配当は含まないものとするという特段

の制限を設けていないことから、Ｂ社の課

税所得の計算において損金算入される優先

配当であっても、貴社においてＢ社から受

領した優先配当であることから、外国子会

社からの剰余金の配当等の額に含まれるた
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め、外国子会社配当益金不算入制度の対象

となります。

ところで、本事例では、Ｂ社がかつて業績

不振であった時に、追加の出資を受けるため

に優先株式の発行を行ったものであり、親会

社である貴社が優先株式の割当てを引き受け

ることは、貴社の事業目的にも合致し、経

済合理性のある取引であったと考えられます。

仮に、外国子会社に事業上の資金需要が

なく、優先株式を発行する必要がないにも

関わらず、親会社が外国子会社の優先株式

を引き受け、親会社の企業利益の計算では

外国子会社からの優先配当の収益と支払利

子の費用が相殺されているにも関わらず、

親会社の所得金額の計算では外国子会社配

当益金不算入と支払利子の損金算入により

所得金額が不当に減少する結果となるもの

については、税務当局から租税回避的な行

為であると認定されることも想定されます。

映画フィルムリースや外国税額控除の

控除余裕額に係る取引について、税務当

局が課税処分を行っていることからする

と、外国子会社配当益金不算入制度の適

用における租税回避的な行為についても、

税務当局は厳正に対処すると思われます。

３ 益金不算入額の計算

貴社がＢ社から受け取る優先配当が剰余

金の配当等の額として、外国子会社配当益

金不算入の対象となることから、その優先

配当に対して課される外国源泉税等につい

ては、上記Ⅰ⑸のとおり、損金不算入とさ

れます。

したがって、Ｂ社から受け取る優先配当

10,000,000円 の 95％ 相 当 額 で あ る

9,500,000円が外国子会社配当益金不算入

の金額となり、外国源泉税1,000,000円は

損金不算入となります。

【外国子会社配当益金不算入の概要図】

受取配当

10,000,000円

益金算入500,000円

外国子会社

配当益金不算入

9,500,000円
差引金額

8,500,000円

外国源泉税損金不算入

1,000,000円
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【別表４】

(了)
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